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The Financial and Business Law Precedents i

金融・商事判例 Ab=267/2007年 6月 1日 号

平成 8年 3′ 月28日 、 X(日 本火災海上保険株式会

社)は、 Aが代表 をつ とめ る B株式 会社 との間

で、B所有の建物 につ き火災保険契約 (店舗総合保

険契約)を 締結 した。他方、Aは Xと の間で、積立

マイホーム、積立普通傷害、積立ファミリー、介

護費用お よび年金払積立傷害 を含む52件の保険契

約①②③ を締結 していた。

Aは、保険金詐取を企て本件建物に放火、全焼

させた。 Xは放火の事実を知 らず、損害額調査鑑

定依頼費用 として35万余円を拠出、 Bに対 し本件

火災を理由として火災保険金2514万 余円を支払っ

た (平成9年 2月 18日 )。 放火の事実が発覚 した後、

Xは、 Bの Aに対す る放火 による損害賠償債権

(民709)を代位 (商662)し (注 2)、 Aを被告として

損害賠償等を求める訴訟 (請求額2805万余円)を 提

起 し (甲事件)、 訴訟追行を弁護士に委任 し、報酬

を支払う約束をした (255万円相当)。

平成11年 2月 19日 Aは、破産宣告を受け、Yが
破産管財人として就任。Aと の積立保険のうち、

①は既に満期が到来、同年 3月 23日 または24日 に

は② も満期到来。③は満期未到来であったが、X
はYに対し、同年 3月 29日 到達の内容証明郵便に

より、①②の満期返戻金、③の解約返戻金債務を

受働債権とし (条件不成就利益を放棄して ?)、 甲事

件の損害賠償債権を自働債権とし対当額で相殺す

る旨の意思表示をした (相殺①)。 同年 4月 2日 到

達の内容証明郵便により、Yは Xに対 し、契約②

③を解約する旨意思表示をした (合計2229万余)。

同年 4月 16日 、Xは、前記損害賠償債権を破産債

権 として届出。同年 5月 15日 、Xは、Aに対する

保険金詐取の不法行為債権 (損害賠償債権、損害調

査費、弁護士費用の合計)3086万 余円を自働債権 と

し、Aの Xに対する①②③の満期・解約返戻金債
権計3362万余 を受働債権 として対当額で相殺 をす

る旨の意思表示 をYに対 して行い (相殺② )、 相殺

後の残高276万余円を支払った。同年 5月 27日 の債

権調査期 日において、 Yは上記届出債権 について

異議 を述べ、 Xは、同年12月 20日 、右債権届 出を

取下。 :
Yは、Xに対し、②③の返戻金として1952万余

円および遅延損害金の支払を求めて訴えた (①の満

期返戻金債権の相殺による消滅については当事者間に争

いがない)。

1 第 1審 (岡山地判平成12・ 3・ 6本誌1220号 56頁 )

甲乙両事件を併合審理、甲事件は請求却下 (確定)

乙事件はYの請求認容。甲事件 は、 Xが破産債

権 としての届 出を取下げたことか ら、破産債権確

定訴訟ではな くな り通常の給付訴訟 とな り、破産

が解止するまで中断 されるべ きところ債権調査期

日で Yが異議 を述べ たことか らYが受継 し審理が

続行 されたものであるが、破産債権 として配当を

受 けるために維持 しなければな らない理 由はな

く、他方乙事件のヒ たる争 点́は、 Xの相殺 の可否

にあるところ、民訴142が重複訴訟を禁止する趣旨

は、係属中の別訴の訴訟物 となっている債権 を他

の訴訟 において自働債権 として相殺 の抗弁 を提出

する場合にも同様に妥当するもの と解すべ きであ

る (最三判平成 3・ 12017民集45巻 9号 1435頁 )こ と

か ら、 甲事件 は不適法 なものとしてこれを却下す

ると同時に、 Xは、乙事件において相殺 の抗弁を

主張す ることができると解すべ きであると判示 し

た。

乙事件では、Xの Aに対する損害賠償請求権
は、Aの放火という偶然により取得した債権であ

り、返戻金債権②は破産宣告後に満期が到来、契
約③は、破産宣告後にYが解約の意思表示をした
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ものであるから、返戻金②③は破産宣告後の債務
負担というべきであって、Xに は損害賠償請求権
と返戻金債務とを相殺する合理的期待が存すると
は認められず相殺は禁止される。旧破99後段は、

破産債権者の債務が条件付であっても相殺するこ
とを認めているが、「Yは、損害保険契約という双
務契約上の保険者としての契約上の地位を有する
ものであり、Xにおいて、期限の利益等を放棄す
るのみで解決するものではなく、これを認めれ
ば、債権者の保険契約者としての地位、すなわ
ち、保険事故が発生した場合に保険金の支払を受
けられる利益を奪うことになってしまうから、破
99条後段の適用はない」と判断した。
2 控訴審 (広島高岡山支判平成13・ 2・ 3本誌
1220号52頁)(注 3)

原判決取消、一部認容、請求棄却

Xは控訴審におぃて、予備的に仮執行免脱宣言
を求めるとともに、破産債権者 Xが合理的な期待
を有 していたか否かは、破産宣告時を基準 として

判断すべきであること、自働債権は、破産宣告の
2年以上前である火災保険金を支払った時点で成
立 し、xは平成10年 1月 8日 刑事事件の公判廷そ
の成立を認識するに至ったこと、 Bは Aと 経済基
盤を一にするAの個人会社で、損害賠償債権は、

実質的にはAが得た利益の返還請求権 と同視でき
相殺勘定により処理することが公平の見地から妥 、

当である、とした。xは、他方、受働債権につい

ては、条件が成就 して受働債権が発生する蓋然性
の高さ等から、積立保険は、単なる金融財産とし
て取 り扱われ、その補償的側面はほとんど無視さ
れているのが現)1犬であるとして相殺への合理的な
期待があるものとした。 Yは、担保権の行使 と同
様他の破産債権者からみて合理性を有するのでな
い場合には相殺を禁止すべきであるとし、破産宣
告までの 2年以上もの間解約をせず放置 していた
Xにおいては、相殺を主張し得ないと主張。

判旨は、旧破99後段の趣旨は破産債権者の相殺
に対する合理的期待を尊重しようとするところに

あるので、「条件付債務を受働債権とする相殺につ
いての合理的期待を有する場合には'」 、破産宣告後
に停止条件が成就 した場合であっても相殺が許さ

・れるとした上で、Xが本件相殺についての合理的
期待を有していたかについて、積立保険の貯蓄機
能、解約返戻金・満期返戻金の特質や活用状況に

照 らし返戻金債務は預金返還債務 と類似 した機能

を有 し、Xは、保険料支払時点以降、返戻金債務
を受働債権 として、将来Aに 対 して取得する債権
との相殺を合理的に期待 し得ると判示。旧破99後

段の問題は受働債権の適否であって、自働債権が

偶発債権であっても無関係であるとする。また、

金融・商事判例 ハb.二267/2007年 6月 1日 号
ニ

「保険契約者の解約権 は一身専属的なものではな
く、解約前の段階でも差押えの対象 となり、差押
債権者は保険契約者の解約権を行使することがで
きるのであるから、このような解約権の性質を考
慮すると、破産手続において、Yの保険金の支払
を受けられるという利益 を重視することtま でき
ず」旧破99後段による「相殺が許されないと解す
るのは相当でない」等 として、Yに よる請求を棄
却した。

3 上告審

最高裁は、乙事件部分について、控訴審の理論
を支持 し、返戻金の損害賠償債権による相殺を認
めた (注 4)。

判旨は、旧破99の趣旨を、「破産債権者が上記債
務に対応する債権を受働債権とし、破産債権を自
働債権 とする相殺の担保的機能に対 して有する期

待を保護しようとする点にある」 とし、破産債権
者による相殺権の行使時期について制限が設けら
れていない以上、①「破産債権者は、その債務が
破産宣告の時において期i限付である場合には、特
段の事情のなぃ限 り、期限の利益を放棄 したとき
だけでなく、破産宣告後にその期限が到来したと

きにも、法99条後段の規定により、その債務に対
応する債権を受働債権 とし、破産債権を自働債権
として相殺をすることができる」。②「また、その

債務が破産宣告の時において停止条件付である場
合には、停止条件不成就の利益を放棄したときだ

けでなく、破産宣告後に停止条件が成就したとき
にも、同様に相殺をすることができる」、と判示し
た。

1 この判決は、積立傷害保険に関 して、破産

債権者が破産宣告に後れる解約によって確定 した

解約返戻金を受働債権 として相殺権 を行使 し得 る

旨を判示 した初めての最高裁判決である。本件の

保険満期返戻金 0解約返戻金は積立傷害保険のそ

れであって、単なる預貯金 とは異 なる。保険者の

側で一方的に期 限の利益 を放棄 して相殺すること

に適さないものであるか ら、破産後に管財人が解

約 したという事実があったからといって、破産時
に相殺への合理的な期待があったとはいえないの

ではないか。判旨には疑間が残る。

2 説示は、解除権付権利と解除条件付権利 と
の区別について不明瞭でありこの点でも批判を免
れない。解除権付債権はこれを譲渡 した場合には

解除権が譲受人に承継 されるが、契約者の意思表
示を以って解除条件とするときには当該権利を譲

7■ e Fmancial and Busmess Law Precedents No.1267(2007.6.1)
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渡しても、かかる意思表示 をすべき地位は譲受人

に移転 しない (注 5)。 破産宣告 (破産手続開始決

定)に よって管財人は財産管理権 を行使 しうる

が、判旨のように解約 (注 6)の意思表示を以って

「解除条件」とするのならば、それは権利の行使で

はなく事実であるにとどまり、なお解約の意思表

示は契約者が行なう限 り条件の成就 となり、管財

人がなした解約の意思表示などは条件成就 となら

ないはずであろう。よって、この事案は、解約に

より期限到来 した場合の相殺の問題として説 くべ

きであったろう。

3 破産法は、自働債権・受働債権を問わず破

産宣告時に未到来期限付・未成就解除条件付 0将

来債権であっても相殺できるものとする民法の定

める相殺適状を緩和する特別規定 (旧破99)を 設け

る。破産債権者は破産手続が開始されなければ期

限到来・条件成就によって履行期が到来すること

で相殺をなし得たのに、偶々一方が破産 したため

に一方は弁済を強いられ、他方は弁済を事実上受

け得ないことになり、これを公平の観点から修正

するものである (注 7)。 他方、民法の定める相殺

適状を自働債権取得の時期に関して厳格化する特

別規定 (1日 破104)を 設ける。受働債権について期

限未到来・条件未成就のまま手続が開始されたと

きは、破産法起草関係者の理解によると、「若シ主

働債権力単純債櫂ニシテ破産者ノ債権即チ受働債

権力停止條件附ナル トキハ債権者ハ條作成就マテ

相殺ヲ延期シテ自己ノ債権ハ単二破産債櫂 トシテ

其権利ヲ行フコ トヲ得或ハ條件ノ成就力非常二賞

ラシクアルナラハ41k件不成就ノ機含ヲ馳棄シテ直
二相殺 ヲ篤スコ トヲ妨ケス」 (注 8)と されている

(注 9)。 しかし、手続遷延回避の観点からいえば、

この相殺の機を逸し手続開始後に期限到来・条件

成就をみたときは、もはや相殺は不可能になると

考えることもできる (注 10)。 本件判決はこれにつ

いて判断したものである。

4 従来判例では、倒産手続開始後の解除条件

成就受働債権の事例として、相殺拡張規定を欠 く

会社整理について、譲渡担保処分剰余金返還請求

権について判断がなされている (注 11)。 破産に関

しては、本件同様に積立保険返戻金を受働債権と

する相殺に関し (注12)、 あるいは、建設協力金返

還請求権を受働債権とする相殺について (注 13)、

和議については銀行取引約定書取引に関して (注

14)そ れぞれ下級審で判断がなされている。本件

同様破産手続との関係が問題 となった裁判例のう

ち、建設協力金返還請求事件は恣意的な利用が危

惧される違約金債権を自働債権 とするところから

相殺価額が減額されている点で特殊な事例で、本

件に及ぼしうる判断ではなかろう。他方、積立保

険返戻金に関する事件では、本件最判と同 じく、

①返戻金発生の蓋然性の高さ、②解約返戻金発生

の金融商品としての実態、③破産相殺権に行使時

期の制限がないこと、を指摘 して、相殺禁止が適

用されないものとしている。

5 ところで、傷害積立保険は保険と寄託 とい

う別々の契約がパ ッケァジ化 された商品である

(注 15)。 養老保険等の場合と異なり、傷害保険料名

目で徴収された金員は、保険料部分と消費寄託金

ないし金銭信託財産の部分からなり、一体的に保

険数理に基 く保険料積立金を形成するのではない

(注 16)。 この寄託部分については、本来は定期預金

の期限前払戻 と同様に扱ってよい。ところが、契

約として一体であるため寄託部分と保険部分 とを

別々に解約することができず様々な問題が生 じる

のである (注 17)。

6 純然たる生命保険の解約返戻金請求権 は、

保険契約の解除・失効・戦争危険による被保険者

の死亡・保険金支払免責または告知義務違反解除

において払戻 される実質的な固有財産たる積立金

の払戻請求権 である (注 18)。 個別的責任準備金

は

'純
保険料のうち年々の保険金支払に充当され

る危険保険料部分を除いた残余である貯蓄保険料

の積立に予定利率による利息を付 したもの (注 19)

で、商法上、「被保険者ノ為メニ積立テタル金額」

(注20)と 呼ばれる。死亡保険の場合、一般には保

険事業政策上、平準保険料が定められるが、契約

者の死亡危険はその年齢に従って高 く、若年契約

者は危険に比 して過大な保険料を払込んでいるた

め、中途解約する場合にはこの過大払込部分を解

約返戻金として返還するのである (注21)。 過大払

込の返還請求権を不当利得債権 と解する (注22)こ

とはできない。個別的責任準備金は総責任準備金

中の当該保険契約の持分であ り、保険契約者の固

有財産の取 り戻 しであると説明されてきた (注23)

が、それはあ くまでも経済的な実質を意味するに

とどまり、法的には法定または約定の保険金請求

権に不可分的に付随する権利である (注24)。 それ

ゆえ解約返戻金請求権は、死亡保険金請求権 と一

体のものとしてのみ処分や差押 (注25)が認められ

るにとどまる。

7 旧破99を 根拠に、保険者側から一方的に、

期限未到来の権利につき期限到来したものと看倣

す道を通して (注 26)、 解約返戻金債務の相殺 を認

めるとすれば、同時に死亡保険金部分については

不成就に確定 したものと看倣さなければならない

はずである。 しか しこのような相殺は認めるべ き

でない。解約返戻金債務について期限の利益 を放

棄できたとしても、保険金債権についての契約者

側の保険事故発生による停止条件成就の利益 (死亡
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埼

保険金の支払を受け得る利益)を 、保険者側の一方的

な意思で景1奪する法的な根拠はない (注27)。 もと

もとそういう構造を持つ取引である保険契約に、

異質な貯蓄契約を合体 させて商品を作った時点

で、純然たる消費寄託である預貯金とは違った扱

いを受けるべ き属性が内蔵 されていたのである

(注28)。 一般に破産債権者が破産宣告の時点でただ

ちに期限の利益を放棄せず、期限が到来した時点

で相殺することもできるとの解釈が認められるの

は、破産手続において相殺権の行使時期に制限が

ないからであるに過ぎないとすれば、それは破産

宣告の時点で既に期限の利益放棄が可能であった

権利についてだけ言い得ることではあるまいか

(注29)。 本件でこれを認めるというなら、では破産

宣告の時点で期限の利益放棄が可能でないのに、

一体保険者は契約者による解約がなされ解約返戻

金の期限が到来するのを合理的に期待し得るもの

といえるであろうか。

8 さらに、保険契約者貸付を伴う場合には、

約款で、貸付額が解約返戻金の額を超過 した場合

や、契約者の倒産手続の開始決定がなされること

を以って保険契約の失効および解約返戻金 との相

殺予約が定められていることが多い (注30)。 本件

では自働債権が不法行為債権であったのだから、

相殺の合理的期待は一層低いものといわねばなら

ない。ただ、他方において、昨今の約款において

は、「保険契約に関して被保険者に詐欺があった場

合」の保険者側からの解約権が定められており、

その「契約に関」することの意味が、同じ当事者

間に存する他の契約 を含め、 という意味であれ

ば、本件でも保険者側からの解約ができることに

なって、相殺への合理的期待があると言ってもよ

いかもしれない。他方、解約返戻金が破産者の生

活保障としての意味あいの濃厚なものであるとき

は、自由財産となり (旧破 6Ⅲ ・新破34Ⅲ Ⅳ)、 これ

は相殺も許されない (注31)こ とも、積立保険との

関係では論じうる。

(注 1)本 件判批として、河野正憲・判評568号 192

頁、三木素子・ジユリ1298号 162頁、杉山悦子・法
協123巻 7号 1393頁、谷本誠司・銀法21・ 648号56

頁、中西正・N B L804号 8頁、渡邊敦子 0ほ うむ
〔損害保険ジャパン〕52号59頁、野村秀敏 0本誌
1225号 7頁。なお、文中に登場する「旧破」の略
符は、事件当時に適用されていた大正11年破産法
をさす。

(注 2) 本件が代表者責任論 (大森忠夫「被保険者
の保険事故招致」『保険契約の法的構造』 (有 斐
閣 01952年 )所収、特に232頁以下)に より法律上
または約款上悪意免責事由の適用事例となるとす
れば、かかる保険金の支払は無効で保険代位の効
果も認められず、Bへの留保付非債弁済として返
還を求め得るにとどまり、Aは関係がないはずで
ある。ただ、Bが Aに支配され利益主体として独
立性がなく財産関係においてAの 一部分と看倣さ

れるに到れば、Aに対するこの請求の本質を悪意

免責保険金の不当利得訴訟と見ることもできよ

う。いずれにせよ、返戻金債務との相殺が争点に

なる。
(注 3)判 批 として谷本誠司・銀法210625号 58

頁、銀法21・ 630号71頁、中西正・リマークス24号

142頁、土肥格人・ほうむ 〔損害保険ジャバン〕49

号106頁。
(注 4) 判旨は弁護士費用を相殺の対象となる損害
額から控除する。不法行為の被害者が弁護士に訴
訟追行を委任し勝訴した場合に、その負担した弁
護士費用は、事案の難易・請求額・認容額その他
諸般の事情を考慮して相当と認められる額の範囲
に限り、当該不法行為と相当因果関係のある損害
として賠償を請求することができる (最一判昭和
4402・ 27民 集23巻 2号441頁、本誌152号 2頁、

最三判昭和580906民 集37巻 7号901頁、本誌
682号 3頁)と ころ、本件では甲事件部分の却下が

確定しているからである。
(注 5) 中島玉吉 =川名兼四郎『民法澤義巻之一線
則篇』712頁 (金刺芳流堂 。1911年 )。

(注 6)傷 害保険普通保険約款では解約権として規
定されている。

(注 7) 齋藤秀夫 =麻上正信 =林屋ネL二 『注解破産
法 〔第 3版〕』687頁 〔齋藤秀夫〕 (青林書院 01998

年)。 旧破98の ため、相殺との関係で受働債権の処
分権が相殺権者に属する結果となる (旧破 7の特
別規定。1877年 独破産条例53条)明治35年草案78

条)。 この別除権的効果:を超えて解除条件不成就利

楚修看駿勇察皇漿尻幕よ看『
U呉

葎栞奮釜秀石彙λ
放棄は、条件付債権を無条件の債権に変ずる効果
が伴う「看倣し更改」 (民513Ⅱ )であり、本来は

相手方の同意を要するからである。

(注 8)加 藤正治述『破産法』145頁 (中 央大学・

1908(明 治41)年 )。

(注 9) 引用は、1893(明 治26)年施行商法 (旧商
法)破産編9951の解釈である。旧破99後段の前身
規定ではあるが、明治23年民財524Ⅱ (解除条件附
債権の相殺)が存したためか、法文自体は期限未
到来・金額未確定債権のみを定めるにとどまる。
しかし、加藤正治『破産法講義』231頁 (有斐閣・

1923年)は、破産編9951につき、明治35年草案79

を掲げつつ、「相殺権ハ…公平ナル債務消滅方法ナ
ルカ故二営事者破産ノ場合ニハ成ル可ク廣ク之ヲ

利用セシメントシー方二於テハ民法ノ相殺二封シ

テ接張ヲ篤シ期限附債櫂、41k件附債権、持末ノ請
求櫂、異種ノ債権、額ノ不確定ナル債櫂ノ如キ普
通ノ場合ニハ相殺ヲ篤シ得サルモノニテモ相殺ノ

用二供シ得ルモノト」解した。近時も「条件付債
務を無条件なものと認めて」相殺できるという
(齋藤 =麻上 =林屋 。前掲 (注 7)704頁 〔高橋慶
介〕)。 この場合、期限・不成就の利益の放棄で相
手方の利益を害することができないので、中間利
息の控除は認めず、名目額で相殺される (宗 田親
彦『破産法概説 〔新訂第 2版〕』417頁 (慶應義塾
大学出版会・2005年 ))。 その場合、不成就利益が

放棄される条件は成就の蓋然性が高い場合を想定
しているという (河野・前掲 (注 1)197頁 )。

(注10)谷 口安平『倒産処理法』242頁 (筑摩書
房 01976年

)、 中野貞一郎=道下徹編『基本法コン
メンタール破産法 〔第 2版〕』158頁 〔山本克己〕
(日 本評論社 01997年

)。 解除条件成就に確定すれ
ば、破産債権者は何 も負担 しなくてよくなるか

ら、その期待を見込んで敢えて相殺 しない選択は

解除条件不成就確定時には支払義務が確定し一方
的に給付を義務付けられるリスクの引受と交換に

なっている。それなのに手続開始後の解除条件不
成就確定時にも相殺を認めるならば当該破産債権
者だけに一方的に無リスクの優越的地位を与える
ことになる。これに対し、敢えて明文の規定を置
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かなかったという消極的な理由から、この立場を
否定するのが半J旨 であるといえようか。

(注11)上 告理由でも言及されている最一判昭和
4707013民集26巻 6号 1151頁、本誌330号 2頁で
は、譲渡担保物件処分剰余金が生じるかどうかは
偶発債務に近く、相殺への合理的な期待は希薄で
ある以上に、会社整理に関する商法規定が旧破104
を準用する一方で旧破99を 準用せず、相殺権の拡
張をしていないことを理由に相殺の効力を否定し
たとみられる事案であった。相殺権拡張規定の準
用がなければ、手続開始決定以降は受働債権の処
分は凍結されるのである。剰余金の根担保化抑止
の趣旨と判決を提える向きもあるが、判旨はそう
言っていない。このほか東京高判昭和6102・ 27
本誌743号32頁 (商品取引員の預託金返還請求権が
受働債権である事例)も 会社整理に関する事件で
あるが、判旨において準備預託制度の趣旨 (商品
取引所法施行規則 4の 8、 53条の 3Ⅱ 参照)を論
じ、委託者の迅速救済および多額賠償処理のため
の資金であって、被害処理の手続を経てみなけれ
ば全額が預託者に返還されるとは限らず、むしろ
整理開始後に債務を負担した場合として扱われる
べきで、この趣旨に抵触する「相殺予約」さえ禁
止されるというものであった。よって、問題が破
産手続中の事件であったとしても、法令上の要請
から相殺できないものと判断されたであろう。

(注12)積立普通傷害保険上の解約返戻金債務を受
働債権とし納税保証求償金債権による破産におけ
る相殺権行使については、既に福岡地判平成 80
5。 17半J夕 920号251頁 (宮川知法「判批」リマー
クス15号 160頁 、三木浩一=工藤敏隆・法研72巻 3

号109頁 、藤野健仁・損害保険研究59巻 2号237
頁)が、この場合に相殺禁止の規定が適用されな
い旨を判示している。その理由として、判旨は①
積立保険における解約返戻金はその時々において
金額が確定するものであり、解約を停止条件とし
ているものの破産宣告前に発生 しているといえ
る、②この種の保険においては解約返戻金発生の
蓋然性が高い、③破産相殺権はその行使の時期に
制限がなく (ci会 更162)、 破産宣告後に条件が成
就するのを待って相殺することも許容される、④
破産債権者が破産宣告の事実を知らないうちに条
件が成就したような場合にまで相殺を禁じるのは
不当である、⑤本件受働債権では条件期限の利益
は破産者のために存 しているといえるが、だから
といって旧破99は そのような限定を敢えて設けて
いない、⑥最判昭和47年 は、旧破99の ような条文
の存 しない会社整理に関する事件であって、本件
と事案を異にし適切ではない、⑦最後にこの種の
保険では、約款上も契約者貸付などの制度を設け
て一種の金融的機能を果たし保険契約者側 も一種
の預金的認識を有 しているか ら、相殺の合理的期
待がある、の以上を挙示 した。

(注13)名 古屋高判平成1204・ 27半J時 1748号 134
頁では、小売業者Aが、建設資金のない土地所有
者 Yに分割返済を約させた上で建設協力金名 目で
資金を提供 し事業用建物を建築 させて賃借 した。
Aか ら解約するときは賃料保証 として建設協力金
相当額を払う違約金が特約されていた。判旨は、
この違約金による相殺予約は合理的な期待の範囲
を超えるもので、旧破104に 具体的に該当しないが
権利の濫用であるとし、物件の仕様がそれほど特
殊ではなく賃料保証の必要性が希薄であること、
建設協力金の返済が進んでいるという事情がある
ところか ら、相殺の効力が及ぶ範囲の減額 をは
かっている。

(注14)広 島地判平成 5011019訟月40巻10号2393
頁は、和議申立後に振込によって成立 した当座預
金債権につき相殺の意思表示 を行なったもので、
振込による預金の成立は偶然的だというので相殺
の期待はないとした。当座預金債権は偶発債権で

はなく、約定書取引においては差引計算が規定さ
れてお り、和議申立時自働債権の期限利益は喪失
されているから法定相殺の要件さえ充足 している
のに、和議開始決定以降ならともか く、それ以前
に発生 した預金であれば、相殺を認めることに問
題はないのではないか。

(注15) 倉澤康一郎「保険契約解約返戻金請求権の

法的性質 とその差押え」慶応義塾大学法学研究66

巻 1号 (1993年 )63～ 78頁。
(注16)倉 澤・前掲 (注15)77頁。 したがって、そ

の差押債権者による解約権行使は、生命保険契約
そのものにおける解約返戻金の差押可能性から同
様 に解 される (山 下友信『保険法』679頁 (有斐
閣・2005年 ))のではなく、別の根拠に基 くものと
いうべきである。

(注17)事 実、「解約返戻金」の差押が問題となっ
ている事例である大阪地判昭和5905・ 18半J時
1136号146頁、東京地判昭和5909017判時1161号

142頁は、いずれも積立ファミリー交通傷害保険で
ある。なお、両事件については山下友信「保険契
約の解約返戻金請求権と民事執行・債権者代位請
求」金法1157号 6頁。

(注18) 解約返還金、払戻金、解約価額、買戻価額
とも呼ばれる。青山和夫『生命保険契約法』316～

317頁 (有信堂・1963年 ))。

(注 19) 志田惣一「解約返戻金」本誌986号 136頁。
(注20):商 680Ⅱ 、商683Ⅱ 。これを保険団体全体に
ついて計算 したものが総責任準備金であり、これ
に未経過保険料および危険準備金を加えたものが
保険業法88条にいう責任準備金である。

(注21) 三浦義道「解約返戻金債権の成立と譲渡」
新報48巻 9号 8～ 9頁。藤田友敬「保険金受取人
の法的地位」法協109巻719頁。

(注22) 大澤康孝「積立金に対する保険契約者の権
利」ジュリ753号 105頁。この他、例えば、栗田和
彦「解約返戻金と責任準備金の法的関連性につい
て一Castellano教 授に沿って一」関法44巻 3号42頁

以 下 で 紹 介 され て い るRAMELLAあ るい は
VIVANTEの学説はこれに属するものといえよう
か。不当利得債権は手続開始後取得受働債権とな
るから (旧破104)、 倒産相殺において却ってこの
性質決定は不合理であろう。

(注23) 三浦・前掲 (注21)同所。
(注24)志 田 。前掲 (注 19)137頁。同論説は、同
時に、寄託物返還請求権と解することも難しいと
する。なお、イタリア法において、責任準備金制
度 に無尽 (capitalizzazione)を 見る学説 とその
DONATIに よる批判については栗田・前掲 (注 22)・

62-63F著 。
(注25) 解約権の処分や差押ではなくて、解約返戻
金請求権本体のほ うの処分や差押。志田・前掲
(注19)138頁 。

｀ヽ
、

(注26)期 待権 を期待権 として相殺するのであれ
ば、その評価額 (旧 破22)で 相殺を行なうほかに
ない。 しか し、本文 に現われる破産法の解釈で
は、既に条件成就 または期限到来 したものとして

額面で相殺する。
(注27) 解約返戻金の差押債権者の解約権行使につ

いても同様に論 じることができる。倉澤 。前掲68

頁。
(注28)倉 澤・前掲 (注15)73頁。
(注29) 前掲福岡地判平成 8・ 5e17の管財人側の

弁論でも説かれている。
(注30) なお偶発債権にも相殺予約による自衛を推

奨する趣旨であろうか、渡邊 0前掲 (注 1)64頁。

(注31)伊 藤員『破産法 〔第 4版補訂版〕』345頁

(有斐閣・2006年 )。
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